
19.  2.  1

ば
東
久
留
米
は
も
っ
と
良
く
な
る

の
に
」。

　

市
内
中
学
校
生
徒
の
皆
さ
ん
に

子
ど
も
議
員
と
し
て
要
望
・
質
問

を
思
い
切
り
話
し
て
い
た
だ
き
、

市
長
を
は
じ
め
助
役
・
教
育
長
・

関
係
部
長

が
出
席
し
、

お
答
え
し

ま
す
。

　

当
日
は

傍
聴
す
る

こ
と
も
で

き
ま
す
の

で
、
ぜ
ひ

ご
来
場
く

だ
さ
い
。

　
【
日
時
】
２
月　

日
（
土
）
午
前

１０

９
時
半
〜
正
午

　
【
会
場
】
議
場
（
市
役
所
３
階
）

　

詳
し
く
は
広
報
課
広
聴
担
当
�

４
７
０
・
７
７
０
８
へ
。

　

公
的
個
人
認
証
サ
ー
ビ
ス
の
運

用
開
始
か
ら　

年
２
月
で
３
年
が

１９

経
過
し
ま
す
。
電
子
証
明
書
の
有

効
期
間
は
発
行
の
日
か
ら
起
算
し

て
３
年
間
で
す
。
引
き
続
き
電
子

証
明
書
が
必
要
な
方
は
、
有
効
期

間
満
了
日
の
３
カ
月
前
か
ら
電
子

証
明
書
の
更
新
が
で
き
ま
す
。
有

効
期
間
満
了
日
は
電
子
証
明
書
の

　

市
で
は
、
聴
覚
お
よ
び
言
語
に

障
害
の
あ
る
方
が
、
家
庭
生
活
や

社
会
生
活
を
支
障
な
く
送
れ
る
よ

う
「
手
話
通
訳
者
派
遣
事
業
」
を

行
っ
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
、
手
話

通
訳
者
と
し
て
登
録
し
て
い
た
だ

け
る
方
に
必
要
な
登
録
試
験
を
実

施
し
ま
す
。

　
【
応
募
資
格
】
手
話
技
術
（
お
お

む
ね
中
級
以
上
）
を
習
得
し
て
い

る　

歳
以
上
の
市
内
在
住
で
、
手

２０

   
こ
れ
ら
の
保
育
施
設
は
、
都
ま

た
は
市
の
設
置
基
準
を
満
た
し
、

安
全
面
や
衛
生
面
に
十
分
配
慮
し

運
営
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
都
お

よ
び
市
が
運

営
費
の
一
部

を
補
助
し
て

い
ま
す
。
利

用
を
希
望
さ

れ
る
方
は
、

認
証
保
育
所
（
Ａ
型
・
Ｂ
型
）・
保

育
室
・
家
庭
福
祉
員
へ
直
接
問
い

合
わ
せ
て
く
だ
さ
い（
下
表
参
照
）。

認
証
保
育
所
Ａ
型
・
Ｂ
型

　

認
証
保
育
所
と
は
、
大
都
市
特

有
の
多
様
な
保
育
ニ
ー
ズ
に
柔
軟

に
応
え
る
た
め
、
都
が
独
自
の
基

準
を
設
け
て
認
証
し
た
保
育
所
で

す
。
１
人
当
た
り
の
面
積
や
職
員

配
置
基
準
等
は
認
可
保
育
所
の
基

準
に
準
じ
て
い
ま
す
。
入
所
に
関

し
て
は
、
就
労
証
明
・
所
得
証
明

の
必
要
の
な
い
Ａ
型
（
零
歳
〜
５

歳
児
）
と
必
要
な
Ｂ
型
（
零
歳
〜

２
歳
児
）
が
あ
り
ま
す
。

保

育

室

 　

保
育
室
と
は
、
定
員　

人
未
満

３０

の
小
規
模
な
保
育
施
設
で
、
柔
軟

で
き
め
細
や
か
な
保
育
を
特
徴
と

し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
子
ど
も
た

ち
一
人
ひ
と
り
の
個
性
を
大
切
に

し
な
が
ら
、
集
団
生
活
の
ル
ー
ル

も
身
に
付
け
ら
れ
る
よ
う
に
心
掛

け
て
い
ま
す
。

家

庭

福

祉

員

   
家
庭
福
祉
員
と
は
、
保
育
士
や

教
員
の
資
格
を
持
つ
保
育
経
験
の

豊
富
な
方
で
、
自
宅
の
一
部
を
開

放
し
て
３
歳
未
満
の
お
子
さ
ん
を

お
預
か
り
し
て
い
ま
す
。
家
庭
的

な
雰
囲
気
の
中
で
、
ス
キ
ン
シ
ッ

プ
を
大
切
に
し
、
ま
た
、
散
歩
や

外
遊
び
に
も
出
か
け
て
伸
び
伸
び

と
保
育
し
て
い
ま
す
。

　

詳
し
く
は
保
育
課
保
育
係
�
４

７
０
・
７
７
４
５
へ
。

子
育
て
を
応
援
し
ま
す

子
育
て
を
応
援
し
ま
す

　

市
内
認
可
保
育
所
の
４
月
入
所

申
し
込
み
受
け
付
け
は
既
に
終
了

し
て
い
ま
す
が
、
欠
員
補
充
分
の

入
所
受
け
付
け
を
行
い
ま
す
。

　
【
受
付
期
間
】
２
月
１
日
（
木
）

　

未
来
の
主
役
で
あ
る
子
ど
も
た

ち
。
皆
さ
ん
は
何
を
考
え
、
ど
の

よ
う
に
行
動
し
た
い
と
思
っ
て
い

る
の
で
し
ょ
う
か
。「
私
た
ち
は
こ

う
思
っ
て
い
る
け
れ
ど
、
み
ん
な

は
ど
う
な
ん
だ
ろ
う
」「
こ
う
す
れ

話
通
訳
者
と
し
て
活
動
可
能
な
方

　
【
試
験
日
時
】
３
月　

日
（
土
）

１０

午
前
９
時
か
ら

　
【
会
場
】
市
役
所
７
階
７
０
１
会

議
室

　
【
申
込
方
法
】
２
月
５
日
（
月
）

〜　

日（
木
）に
印
鑑
を
持
参
の
上
、

１５
障
害
福
祉
課
（
市
役
所
１
階
）
へ

　

詳
し
く
は
同
課
福
祉
係
�
４
７

０
・
７
７
４
７
へ
。

写
し
に
記
載
さ
れ
て
い
ま
す
の
で

ご
確
認
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
更
新

の
対
象
と
な
る
方
へ
更
新
の
お
知

ら
せ
を
送
付
し
て
い
ま
す
。

　

本
人
に
よ
る
電
子
証
明
書
の
更

新
申
請
に
必
要
な
書
類
は
次
の
通

り
で
す
。

　
【
写
真
付
き
の
住
民
基
本
台
帳

カ
ー
ド
を
お
持
ち
の
場
合
】
住
民

認
証
保
育
所

認
証
保
育
所
・・
保
育
室

保
育
室
・・
家
庭
福
祉
員

家
庭
福
祉
員

欠
員
補
充
分
の

欠
員
補
充
分
の

入
所
受
け
付
け

入
所
受
け
付
け

※保育対象年齢＝認証保育所は零歳～就学前、保育室・家庭福祉員は零歳～２歳

認証保育所・保育室・家庭福祉員一覧

認
可
保
育
所

認
可
保
育
所

（
祝
日
を
除
く
）、
月
１
２
８
時
間

以
内

　
【
雇
用
期
間
】４
月
１
日
〜　

年
２０

３
月　

日
（
更
新
可
）

３１

　
【
賃
金
】
当
市
規
定
に
よ
る
（
交

通
費
相
当
額
は
別
途
支
給
）

　
【
応
募
資
格
】
児
童
厚
生
１
級
・

２
級
指
導
員
、
保
育
士
、
幼
稚
園
・

小
・
中
学
校
教
諭
の
資
格
を
有
す

る
お
お
む
ね　

歳
以
下
の
方

４５

　
【
応
募
書
類
】
①
履
歴
書
（
市
販

の
も
の
で
可
。
写
真
添
付
）
②
資

格
証
明
書
の
写
し
③
「
学
童
保
育

所
・
児
童
館
の
役
割
」
に
つ
い
て

の
考
え
や
意
見
を
原
稿
用
紙
で
８

０
０
字
以
内
に
ま
と
め
た
小
論
文

②

臨

時

職

員

　
【
勤
務
時
間
等
】月
曜
〜
土
曜
日

（
祝
日
を
除
く
）、
月　

時
間
程
度

７５

　
【
雇
用
期
間
】４
月
１
日
〜
９
月

　

日
（
更
新
可
）

３０
　
【
賃
金
】
当
市
規
定
に
よ
る
（
交

通
費
相
当
額
は
別
途
支
給
）　

　
【
応
募
書
類
】
履
歴
書
（
市
販
の

も
の
で
可
。
写
真
添
付
）

市
内
学
童
保
育
所
お
よ

び

児

童

館

職

員

《

共

通

事

項

》

　
【
勤
務
内
容
】学
童
保
育
所
ま
た

は
児
童
館
で
の
児
童
の
保
育

　
【
募
集
人
数
】
各
若
干
名

　
【
応
募
方
法
】２
月
５
日（
月
）〜

９
日
（
金
）
午
前
８
時
半
〜
午
後

５
時（
正
午
〜
午
後
１
時
を
除
く
）

に
応
募
書
類
を
子
育
て
支
援
課

（
市
役
所
２
階
）へ
直
接
持
参
し
て

く
だ
さ
い（
郵
送
不
可
）。
書
類
審

査
後
、
２
月　

日
（
木
）・　

日

１５

１６

（
金
）に
面
接
の
上
、決
定
し
ま
す
。

　

詳
し
く
は
同
課
児
童
係
�
４
７

０
・
７
７
３
６
へ
。

①
非
常
勤
嘱
託
職
員 

 
（
児
童
厚
生
員
）

　
【
勤
務
時
間
等
】月
曜
〜
土
曜
日

基
本
台
帳
カ
ー
ド
、
手
数
料
５
０

０
円

　
【
写
真
無
し
の
住
民
基
本
台
帳

カ
ー
ド
を
お
持
ち
の
場
合
】
住
民

基
本
台
帳
カ
ー
ド
、
手
数
料
５
０

０
円
、
写
真
付
き
本
人
確
認
書
類

（
最
新
の
住
所
等
記
載
の
運
転
免

許
証
、
パ
ス
ポ
ー
ト
等
）

　

詳
し
く
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ま

た
は
市
民
課
住
民
記
録
係
�
４
７

０
・
７
７
２
２
へ
。

　軽度者が介護ベッドを購入し、条件に該当すれば助成が受けられます　
　１８年４月の介護保険制度改正では、軽度な方への福祉用具貸与の品目の見直しが行

われ、軽度な方が介護ベッドを利用する場合は、一定の条件を満たさなければ保険給

付の対象から外れることになりました。このため、市では、制度改正前から利用して

いた方が介護ベッドを購入した場合は、１８年度中に限り限度額の範囲内で助成し、利

用者の在宅での生活の継続性を支援することにしました。

　【助成対象者】以下の要件をすべて満たす必要があります

（１）制度改正前の１８年３月３１日時点で介護ベッドの貸与を受けていた方

（２）制度改正により介護ベッドの貸与から除外され、経過措置の対象となった方

（３）在宅での日常生活を継続するために介護ベッドが必要と判断される方

（４）１８年４月１日～１９年３月３０日に介護ベッドを購入した方

　【助成対象品目】

（１）介護ベッドで床板の高さを調整できる機能以上の物（一般的なベッドは対象外）

（２）サイドレール

　※新品、中古品のいずれも助成の対象となります。

　【助成の範囲】市は、助成対象品目の購入費用の合計額の１０万円を限度として、その

２分の１を助成します。また、所得に応じ、利用者負担額を軽減する措置もあります

　申請は、３月３０日（金）まで介護福祉課窓口（市役所１階）で受け付けています。

　詳しくは同課介護サービス係（内線２５０２、２５５３～２５５７）へ。

介護保険情報

介護ベッドを購入された方は
　　　　３月３０日（金）までに申請を
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定員電話番号所在地・住所名称・氏名

３０人４７５・０７７０
東本町１５－２ブラン
シール第３東久留米

（Ａ型）
東久留米プチ・クレイシュ

認
証
保
育
所 １９人４７５・３３５３東本町８－１０ 誠ビル
（Ｂ型）
つくし共同保育園

１２人４７０・２４３１幸町２－１１－１７ひよこ乳児保育園保
育
室 １２人４７１・７４０２金山町２－１０－２０たんぽぽ保育園

５人４２３・７１４０学園町一丁目浜名紹代

家
庭
福
祉
員

５人４７１・７４２６中央町一丁目�山蓉子

５人４７５・９５８７前沢二丁目宮�ミチ子

４人４５８・１４７７前沢三丁目橋本聖子

５人
０８０・３１２７・
５９３２

浅間町三丁目佐々木真弓

５人４７６・２４２８柳窪五丁目相澤美香

５人４５７・８９６６中央町一丁目滝澤亜弓

〜　

日
（
水
）
午
前
９
時
〜
午
後

２８
４
時
半
（
正
午
〜
午
後
１
時
と
土

曜
・
日
曜
日
、
祝
日
を
除
く
）

　
【
受
付
場
所
】
保
育
課
（
市
役
所

１
階
）

　
【
ご
注
意
】郵
送
で
の
入
所
申
し

込
み
は
で
き
ま
せ
ん

　

詳
し
く
は
保
育
課
管
理
係
�
４

７
０
・
７
７
４
５
へ
。

�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

入
学
の
費
用
の
貸
し
付
け

　

東
京
都
母
子
福
祉
資
金

の

貸

し

付

け

　

都
で
は
、
高
校
、
大
学
等
に
入

学
の
お
子
さ
ん
を
扶
養
し
て
い
る

母
子
家
庭
の
お
母
さ
ん
に
、
就
学

支
度
資
金
、
修
学
資
金
等
の
貸
し

付
け
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

な
お
、
既
に
在
学
し
て
い
る
場

合
で
も
利
用
で
き
ま
す
。

　
【
対
象
】都
内
に
６
カ
月
以
上
在

住
の
母
子
家
庭
の
お
母
さ
ん
で
、

　

歳
未
満
の
お
子
さ
ん
を
扶
養
し

２０て
い
る
方

　

※
連
帯
保
証
人
が
一
人
必
要
で

す
。

　
【
貸
し
付
け
・
償
還
の
条
件
】
無

利
子
で
、
お
子
さ
ん
が
卒
業
後
６

カ
月
据
え
置
き
の
後
、
月
賦
等
で

　
【
償
還
方
法
】卒
業
後
１
年
据
え

置
き
、７
年
以
内
の
均
等
償
還（
無

利
子
）

　
【
必
要
書
類
】①
教
育
委
員
会
に

あ
る
奨
学
生
願
書
お
よ
び
学
校
長

の
推
薦
書
②
家
族
の
所
得
を
証
明

す
る
も
の
（　

年
分
源
泉
徴
収
票

１８

ま
た
は　

年
分
所
得
税
確
定
申
告

１８

書
の
控
え
）
③
借
家
の
場
合
は
、

家
賃
を
証
明
す
る
も
の
（
契
約
書

か
領
収
書
の
写
し
）

　
【
受
付
期
間
】２
月
１
日（
木
）〜

　

日
（
水
）
午
前
９
時
〜
午
後
４

２８時
半（
正
午
〜
午
後
１
時
と
土
曜
・

日
曜
日
、
祝
日
を
除
く
）

　
【
受
付
会
場
】
学
務
課
（
市
役
所

６
階
）

　

詳
し
く
は
同
課
学
事
係
�
４
７

０
・
７
７
７
９
へ
。

償
還
し
て
い
た
だ
き
ま
す

　

申
し
込
み
方
法
と
詳
し
く
は
子

育
て
支
援
課
母
子
自
立
支
援
員
�

４
７
０
・
７
７
３
６
へ
。

私
立
高
等
学
校
に
入
学

す
る
方
へ
入
学
支
度
金

を

貸

し

付

け

　

４
月
に
私
立
高
等
学
校
（
高
専

を
含
む
）
や
専

修
学
校
へ
入
学

す
る
方
を
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資
格
】
市
内
に
在
住
し
、
経
済

的
に
就
学
が
困
難
で
、
同
種
の
学

資
金
を
ほ
か
か
ら
受
け
る
予
定
の

な
い
方

手
話
通
訳
者
の
登
録
試
験
を

手
話
通
訳
者
の
登
録
試
験
を
実実
施施
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引
き
続
き
必
要
な
方
は

更
新
手
続
き
を

住民基本台帳カードの種類（例）
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